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資料１－１ 

北斗市地域公共交通活性化協議会設置要綱  

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）及び道路

運送法（昭和 26 年法律第 183 号）の規定に基づく協議並びに北斗市内における地域公

共交通の確保方策等について検討するため北斗市地域公共交通活性化協議会（以下「協

議会」という。）を設置する。  

（協議事項）  

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。  

(1) 北斗市内における地域公共交通の確保方策及びサービスの充実等に関する事項 

(2) 道路運送法の規定に基づく地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運

賃・料金・運行主体の選定等に関する事項  

(3) 地域需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増

進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項  

(4) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づく地域公共交通網形成計

画の作成及び実施に関する事項  

(5) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項  

（組織）  

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）は 25 人以内とし、次に掲げる者のうちか

ら市長が委嘱する。  

(1) 北海道運輸局函館運輸支局長の指名する職員  

(2) 渡島総合振興局長の指名する職員  

(3) 一般旅客自動車運送事業者の代表者又は指名する職員  

(4) 鉄道事業者の指名する職員  

(5) 函館地区バス協会の指名する職員 

(6) 函館地区ハイヤー協会の指名する職員 

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の指名する者  

(8) 医療機関又は産業団体の代表者 

(9) 住民又は利用者の代表者 

(10) 道路管理者の指名する職員  

(11) 函館中央警察署長の指名する職員  

(12) 学識経験者  

(13) 北斗市長の指名する職員  

(14) その他市長が必要と認める者  

（委員の任期）  

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。  

２ 委員は、再任することができる。  

（役員）  

第５条 協議会に次に掲げる役員を置く。  

(1) 会長  １人 



 

(2) 副会長 １人 

(3) 監事  ２人 

２ 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。  

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

５ 監事は、委員の互選により定める。  

６ 監事は、協議会の会計を監査する。  

７ 会長、副会長及び幹事は、相互に兼ねることはできない。  

（会議）  

第６条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。  

３ 協議会の議決を要する事項は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の

決するところによる。  

４ 会長は、必要に応じて協議会に関係者の出席を求め、意見等を聴取することができる。  

５ 運行主体の選定にあたり、選定対象となる運行主体に関係する者が会議の委員である

場合には、当該委員はその議事に加わることはできない。  

６ 協議会は原則として公開とする。この場合において、開催日時及び場所、議題、協議

の概要、合意事項等を記載した議事概要については、市ホームページにおいて公表する

ものとする。 

（ワーキンググループ） 

第７条 協議会の目的達成に必要な事項について協議するため、ワーキンググループを設

置することができる。  

２ ワーキンググループは、次に掲げる者をもって構成する。  

(1) 学識経験者 

(2) 交通事業関係者  

(3) 関係行政機関職員  

(4) その他市長が必要と認める者  

（事務局）  

第８条 協議会の庶務を処理するため、総務部企画課に事務局を置く。  

 （協議結果の取り扱い）  

第９条 協議会において協議が整った事項について、協議会の委員はその結果を尊重し、

当該事項の誠実な実施に努めるものとする。  

 （会計に関する事項）  

第１０条 協議会の経費は、国並びに北海道の補助金及び市の負担金をもって充てる。  

２ 予算及び決算は、協議会において審議決定する。  

３ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。  

４ 前３項に規定するもののほか、会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

 （解散した場合の措置） 

第１１条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長

であった者がこれを決算する。  



 

（補則）  

第１２条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議  

 会に諮って定める。  

 

   附 則 

（施行期日）  

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（北斗市地域公共交通会議設置要綱の廃止）  

２ 北斗市地域公共交通会議設置要綱（平成 19 年北斗市訓令第 18 号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日）  

  この要綱は、公布の日から施行する。  



北斗市地域公共交通活性化協議会設置要綱改正新旧対照表 

改正前 改正後 

  

（役員） 

第５条 協議会に次に掲げる役員を置く。 

 (1) 会長 １人 

(2) 副会長 １人 

 

２ 略 

３ 略 

４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（補足） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必

要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

  

（役員） 

第５条 協議会に次に掲げる役員を置く。 

 (1) 会長 １人 

(2) 副会長 １人 

 (3) 監事 ２人 

２ 略 

３ 略 

４ 略 

５ 監事は、委員の互選により定める。 

６ 監事は、委員会の会計を監査する。 

７ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

 

（会計に関する事項） 

第１０条 協議会の経費は、国並びに北海道の補助金及び市の負

担金をもって充てる。 

２ 予算及び決算は、協議会において審議決定する。 

３ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日

に終わるものとする。 

４ 前３項に規定するもののほか、会計に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

 （解散した場合の措置） 

第１１条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は解散の日

をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 

 （補足） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必

要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

資料１－２ 



①維持が困難となったバス路線等について、多様な選択肢を検討・協議し、地域に最適な旅客
運送サービスを継続（地域旅客運送サービス継続事業）

②過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送の実施の円滑化
・バス・タクシー事業者がノウハウを活用して協力する制度を創設し、実施を円滑化
・住民のみならず来訪者も運送の対象に加え、観光ニーズへの対応を可能に

③鉄道・乗合バス等における貨客混載に係る手続の円滑化（貨客運送効率化事業）

●持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案

○人口減少の本格化、運転者不足の深刻化等に伴って、公共交通サービス
の維持・確保が厳しさを増している中、高齢者の運転免許の返納が年々増
加する等、地域の暮らしと産業を支える移動手段を確保することがますま
す重要になっている。
○加えて、多様な関係者が連携し、地域経済社会の発展に資する交通イン
フラを整備することにより、生産性向上を図ることも必要となっている。

○地方公共団体による「地域公共交通計画」（マスタープラン）の作成 （作成経費を補助※予算関連）
・従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、福祉輸送等）を位置付け、
地域の移動ニーズにきめ細かく対応 （情報基盤の整備・活用やキャッシュレス化の推進にも配慮）
・定量的な目標設定や毎年度の評価等によりPDCAを実施

地域が自らデザインする地域の交通
【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

地域が自らデザインする地域の交通
【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

○独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による資金の貸付制度の拡充
・多様な関係者の連携による鉄道インフラや物流拠点の整備 （※予算関連）

背景・必要性

法案の概要

【目標・効果】地域の移動手段の確保・充実のため、地方公共団体主導で公共交通サービスを改善、地域の輸送資源を総動員する取組を推進

（KPI）・地域公共交通計画の策定件数 ：524件 （2019年７月時点）⇒1,200件 （2024年度）
・地域公共交通計画を立地適正化計画と併せて策定した市町村数 ：172市町村（2019年７月時点）⇒ 400市町村（2024年度）
・地域公共交通特定事業の実施計画の認定総数 ： 46件 （2019年７月時点）⇒ 200件 （2024年度）

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実
【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

地域の移動ニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実
【地域公共交通活性化再生法・道路運送法】

交通インフラに対する支援の充実
【地域公共交通活性化再生法・物流総合効率化法】

交通インフラに対する支援の充実
【地域公共交通活性化再生法・物流総合効率化法】

自家用有償旅客運送

○地方公共団体が、交通事業者等と連携して、
①公共交通を中心に地域の輸送資源を総動員する交通計画を作成
②最新技術等も活用しつつ、既存の公共交通サービスの改善・充実を徹底
するとともに、国が予算面とノウハウ面から支援を行うことで、持続可能な
地域公共交通を実現。

○地域における協議の促進
・乗合バスの新規参入等の申請があった場合、国土交通大臣が地方公共団体に対し通知

物流拠点

（※）申請による運転免許の取消件数の推移。警察庁公開資料より、国土交通省総合政策局作成
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人口減少を上回る地方部の乗合バス利用者の減少

（※）平成１２年度を100とした乗合バスの輸送人員
「総務省統計局人口推計」「自動車輸送統計年報」より国土交通省総合政策局作成

①利用者目線による路線・ダイヤの改善、運賃の設定等を促進（地域公共交通利便増進事業）
②MaaSに参加する複数の交通事業者の運賃設定に係る手続のワンストップ化、ＭａａＳ協議会制度の創設
（新モビリティサービス事業） ※MaaS：Mobility as a Service

既存の公共交通サービスの改善の徹底既存の公共交通サービスの改善の徹底

輸送資源の総動員による移動手段の確保輸送資源の総動員による移動手段の確保

鉄道インフラ

＜予算関連法律案＞
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地域公共交通活性化再生法の基本スキーム（改正案）

基本方針 （国土交通大臣・総務大臣が策定）

国土交通大臣
が認定

法律の特例措置
（各事業法の事業許可
等の一括取得）

新地域
旅客運送
事業計画

（DMV、

水陸両用車等）

（事業者が

策定）

協議会を開催し策定
（地方公共団体・交通事業者・道路管理者・

利用者・学識者等から構成）

 公共交通事業者による旅客運送サービスの提供に加えて、自家用有償旅客運送や、スクールバス、福祉輸送
等地域の旅客運送サービスの総動員

 定量的な目標（利用者数、収支率、公的負担等）の設定と実施状況の分析・評価を明確化

 乗合バス等の運行費補助との連動化

 マイカー利用者の潜在需要の取込みを目指す公共交通マーケティング手法の活用徹底

国土交通大臣が認可

法律の特例措置
（独占禁止法の
カルテル規制の
適用除外）

（事業者）

共同経営計画
（仮称）

＜独占禁止法特例法案
において措置＞

法律の特例措置

国土交通大臣が認定

軌道運送
高度化事業
（LRTの整備）

（事業者）

軌道運送高度化
実施計画

（事業者）

（事業者）

海上運送高度化
事業

（海上運送サービ
ス改善）

海上運送高度化
実施計画

（事業者）

道路運送
高度化事業
（BRTの整備）

（事業者）

道路運送高度化
実施計画

（事業者）

鉄道事業再構築
事業

（鉄道の上下分
離等）

（事業者）

鉄道事業再構築
実施計画

（地方公共団体・事業者） （地方公共団体・事業者）

鉄道再生事業
（廃止届出がなされた
鉄道の維持）

（事業者）

鉄道再生
実施計画

国土交通大臣に届出

地域公共交通特定事業
（必要に応じて地域公共交通計画（仮称）に事業実施を記載できる）

地域旅客運送サービス
維持・確保事業（仮称）
（路線バスの維持が困
難な場合等に地域にお
ける旅客運送サービス

を確保）

（事業者）

地域旅客運送サービ
ス維持・確保実施計画

（仮称）

（地方公共団体・事業者）

地域公共交通計画（仮称）

※上記のほか、ＭａａＳの円滑な普及や旅客運送事業と貨物運送事業のかけもちの円滑化に向けた措置も検討。

（事業者）

地域公共交通利便増進
実施計画（仮称）

（地方公共団体）

地域公共交通利便増進事業（仮称）
（公共交通ネットワークの利便性・効率性向上）
・路線の再編に加え、運行間隔の調整、使いやすい運
賃設定、自家用有償旅客運送の導入等きめ細やかな
サービス向上
・複数モードの協議運賃制度の導入
・地域公共交通利便増進実施計画（仮称）の作成に係る
手続きの柔軟化
・地方公共団体への通知、意見提出の仕組みの創設

（原則として全ての地方公共団体が策定）

17
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地域公共交通計画（仮称）作成の努力義務化

19

 平成19年に地域公共交通活性化再生法を制定し、市町村が主体となって幅広い関係者の参加による協議会を設置し、「地域公共交通総
合連携計画」を作成し、法定計画に基づき取組を推進する制度を創設。

 平成26年に同法を改正し、①まちづくりと連携し、②面的な公共交通ネットワークを再構築するため、「地域公共交通網形成計画」を法定計
画として規定。計画の作成主体について、市町村だけでなく、都道府県を追加。

 しかしながら、人口減少の本格化、運転者不足の深刻化等で地域公共交通の経営環境は悪化し、路線廃止等が相次いでいる状況。
 このため、これまでの法定計画を活かしつつ、「地域公共交通ネットワークの形成」に加え、「地域における輸送資源を総動員」することで、
持続可能な地域の旅客運送サービスの提供を確保することを目的とする「地域公共交通計画（仮称）」の作成・実施を推進する。

 また、地方公共団体による「地域公共交通計画（仮称）」の作成を努力義務化し、国が予算・ノウハウ面の支援を行うことで、地域における取
組を更に促進。

地方公共団体による計画作成を努力義務化することで、地域における取組を更に促進

鉄道 乗合バス軌道

旅客船 乗用タクシー

自家用有償旅客運送

スクールバス、福祉輸送、病院・商業施設等の送迎サービスなど

公共交通機関

地域旅客運送サービス

デマンド交通

地域公共交通網形成計画（H26）

まちづくりと連携した地域公共交通
ネットワークの形成の促進

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

地域公共交通総合連携計画（H19）

地域の多様な主体の連携による主体的で
創意工夫を活かした取組の推進

（市町村が作成）

地域公共交通計画（仮称）

持続可能な旅客運送サービスの提供の確保

まちづくりと連携した地域公
共交通ネットワークの形成

地域における輸送資源
の総動員

（市町村又は都道府県（市町村と共同）が作成）

http://blogs.yahoo.co.jp/kosy2210/GALLERY/show_image.html?id=30286386&no=0
http://blogs.yahoo.co.jp/kosy2210/GALLERY/show_image.html?id=30286386&no=0
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